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加入期間夫

加入期間 ３号被保険者期間妻

婚

姻
離

婚

平成19年

4月1日

平成20年

4月1日

３号分割制度

双方の合意なく、50％を分割可能

合意分割制度

双方の合意に基づき上限50％を分割

年金分割請求の流れ

３号分割制度

（３号被保険者期間）

離婚による年金分割のしくみ

被扶養配偶者（３号）期間の年金分割請求

合意等に基づく年金分割

（第３号被保険者期間を含む）

情報提供の請求

情報通知書の交付

年金分割の請求

「年金分割」について当事者間の話し合い

「年金分割割合」について

合意できないとき
年金分割割合の

合意

・家庭裁判所への審判又は調停の申立て

・年金分割に係る審判の確定又は

調停の成立

当事者の２人又は、どちらか一方でも

請求することができます。
※ 年金分割のための情報提供請求書を提出

・２人が請求した場合→２人に送付

・どちらかが請求した場合

離婚をしているとき→請求者と相手方

離婚をしていないとき→請求者のみ

請求期限（原則、離婚等をした日の翌日から起算して２年）を経過すると、請求することができなくなります。

早めにお近くの年金事務所又は、各共済組合に相談しましょう。

夫がサラリーマン（２号被保険者）で妻が扶養（３号被保険者）の

ときに離婚するパターン


